


国民保護計画とは？

国民保護計画は、国民保護法に基づき、

武力攻撃、大規模テロ等から

国民の生命、身体及び財産を守るため、国民の

避難、救援、武力攻撃に伴う被害を最小化する

等の対策を的確かつ迅速に実施すること

を目的としています。
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計画の構成

県国民保護計画は次の各編により構成します。

第１編 総論

第２編 平素からの備え及び予防

第３編 武力攻撃事態等への対処

第４編 復旧等

第５編 緊急対処事態への対処
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第１編 総論

国民保護基本方針
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①基本的人権の尊重

②国民の権利利益の迅速な救済

③国民に対する情報提供

④関係機関相互の連携協力の確保

⑤国民の協力

⑥指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重

⑦高齢者、障害者等への配慮

⑧安全の確保



第１編 総論 県国民保護計画が想定する事態

■武力攻撃事態

県国民保護計画においては、次に掲げる４類型を対象とします。

着上陸侵攻 弾道ミサイル攻撃
・弾道ミサイルによる攻撃、長距離
にある目標を攻撃することが可能

・大量破壊兵器（NBC兵器）を搭載
して攻撃することも可能

・海又は空から地上部隊等を上陸
又は着陸させて侵攻すること

Ｎ：核兵器 Ｂ：生物兵器 Ｃ：化学兵器

ゲリラ及び特殊部隊による攻撃 航空攻撃
・ゲリラ及び特殊部隊を潜入させて
行う不正規型の攻撃

・ゲリラによる施設等の破壊及び人
員に対する攻撃

・特殊部隊による破壊工作、要人暗
殺及び中枢機関への攻撃

・重要な施設の破壊等を目的として、
航空機に搭載したミサイル等によ
り急襲的に行われる攻撃
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第１編 総論 県国民保護計画が想定する事態

■緊急対処事態

県国民保護計画においては、次に掲げる事態を対象とします。

～攻撃対象施設による分類～ ～攻撃手段による分類～

危険性を内在する物質を有する
施設等に対する攻撃が行われる事態

多数の人が集合する施設及び
大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態

多数の人を殺傷する特性を有する
物質等による攻撃が行われる事態

破壊の手段として交通機関を
用いた攻撃等が行われる事態

＜事態例＞

・ダーティボムなどの爆発

・生物剤の大量散布

・化学剤の大量散布

＜事態例＞

・石油コンビナート、可燃性ガス

貯蔵施設などの爆破

・危険物積載船などへの攻撃

＜事態例＞

・大規模集客施設、ターミナ

ル駅などの爆破

＜事態例＞

・航空機などによる
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第２編 平素からの備え

■ 関係機関との連携体制
武力攻撃事態等への効果的かつ迅速な対処ができるよう、
防災のための体制も活用し、関係機関との連携体制を整備
します。

■ 情報の収集・伝達の体制
情報の収集及び提供を確実に行うため、衛星系通信及び地
上系通信を併用した防災行政無線を有効活用します。

■ 国民保護に関する研修
職員に対して国民保護に関する研修を行います。
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第２編 平素からの備え

■ 体制の整備
避難や救援に関する措置が的確かつ迅速に実施できるよう、避
難や救援に関する体制を整備します。

■ 生活関連等施設を把握
県内に所在する生活関連等施設を把握し、安全確保の留意点を
周知します。

■ 物資及び資機材の備蓄
必要となる物資及び資機材の備蓄に努めるとともに、防災のため
の備蓄との活用を図ります。

■ 国民保護に関する啓発
住民に対し、様々な媒体を活用し、国民保護に関する啓発を行い
ます。
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第３編 武力攻撃災害への対処

《武力攻撃に伴う被害の最小化》

武力攻撃に伴う被害をできるだけ小さくするため、国や関係機関と協力して
対処します。

■ 生活関連等施設の
安全確保

ダムや鉄道施設等の安全
確保、警備強化、立入り制
限区域の指定などを行いま
す。

危険物・毒物・劇物・高
圧ガス・火薬類等の取扱所
での製造禁止や使用停止等
を命じます。

■ 放射性物質等による
汚染拡大防止

ＮＢＣ攻撃等による災害が
発生した場合は、それぞれの
汚染原因に応じて汚染の拡大
を防止します。
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■ 消火、救急及び救助活動

災害を防除し軽減するため、円
滑に消化、救急、援助等の活動
ができるよう、消防機関と連携を
図ります。

■ 警戒区域の設定

警戒区域を設定し、区域
内への立入り制限、禁止又
は退去を命じます。



第３編 武力攻撃災害への対処

■ 石油コンビナート

石油コンビナート等特別防災区域において武力攻撃が発生した
場合やその兆候がある場合には、情報収集連絡体制を確立し、
災害の発生等の拡大防止に必要な措置を実施します。

■ 大規模集客施設等
県内の多様なレジャー施設、テーマパーク等の大規模集客施設等
の滞在者や旅行客等の安全の確保に留意します。
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第４編 復旧等

■被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に

応急の復旧を行います。

■武力攻撃災害の復旧については、国の制度に基づ

き適切に対応します。

■国民保護措置に伴う損失補償と、国に対する費用

請求を行います。

第５編 緊急対処事態への対処

■緊急事態への対処については、警報の通知及び伝
達を除き、武力攻撃事態等への対処に準じて行いま
す。
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